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☆　今回の内容は、化学物質に今まであまり関わりの無かった方々、
　　あるいは限られた化学物質を少量取り扱う方々を対象にしています

　化学物質を製造している、また化学物質を原材料として取り扱っている、あるいは

今回の内容では物足りないといった場合には、下記の講習を受講してください。

l 　「化学物質管理者講習　（ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ対象物製造事業場）」

　　＊　リスクアセスメント対象物製造事業場で、化学物質管理者を選任する場合には、選任予定者が

　　　本講習を予め受講することが必須　・・・・　12時間の講習

l 　「化学物質管理者講習に準ずる講習（ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ対象物製造事業場以外）」

　　＊　リスクアセスメント対象物を取り扱う、あるいは譲渡、提供する事業場で化学物質管理者を選任

　　　する場合には、事業場の裁量で、化学物質の管理に係わる技術的事項を担当するために必要な

　　　能力を有すると認められる人を選任することとされているが、出来れば本講習を受講しておくこと

　　　が望ましいという位置づけで行われている講習　・・・・　6時間の講習





１．　化学物質による身近な労働災害

【第14次労働災害防止計画のアウトプット指標】

l 　法第57条の３に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となって
いないが危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リス
クアセスメントを行っている事業場の割合を2025年までに80％以上と
するとともに、リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は
健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を
2027年までに80％以上とする。 



【第14次労働災害防止計画アウトカム指標】

　＊　アウトプット指標を達成した結果として期待される事項が、アウトカム指標

l 　化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発
又は火災）の件数を第13次労働災害防止計画期間と比較して、５％以
上減少させる。

l 　現時点の状況は......



l 　慢性障害、がんなどの遅発性障害予防対策も重要だが.....

l 　まずは、身近な化学物質の労働災害（有害物等との接触、爆発又は
火災）予防対策を課題に取り上げて、多くの作業者に、化学物質管理
の大切さを理解してもらうことから始めてはいかがだろうか



２．　「ラベル表示」で、危険・有害性を学ぶことが第一歩！

l 　表示ラベル・・・作業者に、わかりやすく危険性・有害性を伝えるため
のもの

l 　安全データシート（ＳＤＳ）・・・事業者に、詳細な危険性・有害性情報
を伝えるためのもの

l 　したがって、作業者教育は、容器に貼られている表示ラベルを使って
行う。さらに、教育担当者が必要に応じて、ＳＤＳで読み取った内容を
捕捉説明することが望ましい。







☆　　別容器（小分け容器）にもラベル表示を！

l 　別容器に最低限記載しておくべき事柄

　（１）名称、人体に及ぼす作用

　（２）容器が非常に小さい場合には、例えば番号のみの表示を行ない、

　　　その番号の意味・内容がわかるようにしておけばよい。

l 　ラベル表示以外の方法としては....
　（１）使用場所への掲示

　（２）必要事項を記載した一覧表の備え付け

　（３）内容が常時確認できる機器の設置

　（４）作業手順書、作業指示書による伝達

 



３．　リスクアセスメントは何を基本において行うべきか？

l 　リスク低減措置（対策）として、本質安全化（危険・有害な化学物質の
取扱いをやめる）が全ての作業で施せれば良いが、現実には残留リス
クを踏まえて、いくつかの低減措置を同時に施しながら取り扱っていく
こととなる。

l 　言い方を代えると、有害物等との接触、爆発又は火災などの危険・有
害性を持つ化学物質を、少量取り扱う作業場面では、リスクアセスメン
トは、「残留リスクを皆で認識し合う」 ことに大きな意義があるといえる。



　
l 　目、あるいは皮膚等への接触を防ぐためには、「保護具の着用」がリ
スク低減措置として大切であるが、リスク自体は残っている（残留リス
ク）ということ。

l 　引火性の化学物質の取扱いにおいては、着火源対策が重要で、ライ
ター、マッチ等を作業場に持ち込まないように日々作業者が励行する
ことが大切だが、これは「管理的対策」であり、リスク自体は残っている 
（残留リスク） ということ。

l 　例えば、簡易的な手法として現在幅広く活用されている 「CREATE-
SIMPLE」 といったツールを利用してリスク評価し、残留リスクを皆で共
有しておくことに重点をおく。リスク評価よりも、リスク低減措置の検討・
実施に力点をおく。









４．業界等マニュアルに基づくリスクアセスメントの方法

l 　化学物質を実測するなどして、詳細なリスクアセスメントをどんな場面でも行うこ

とが理想ではあるが、技術的、経済面から実施が困難な場合が少なくない。

l 　このようなことを踏まえて、作業方法を熟知している事業者団体等が特定の作業
に特化した安全衛生マニュアルを作っている例がある。

l 　このようなマニュアルが存在する作業は、マニュアルにしたがって作業を行なえ
ば、リスクアセスメント、ならびにリスクアセスメント低減措置が果たしたものとみな
される。

l 　注意点・・・実際に行なっている作業が、マニュアルに示されている作業と同一か、
また、リスク低減措置は「管理的対策」、「保護具の使用」に重きをおくことになるの
で、マニュアルに沿った作業の励行、管理を適切に行うことが重要となる。











５．　リスク低減措置を検討するにあたって考慮すべきこと

（１）　リスク低減措置の優先順位・・・いくつかの低減措置が考えられると　

　　きに、下記の順位が高い措置を優先させて実施する。また、単独の低

　　減措置では効果があげられない場合には、いくつかの低減措置を複

　　数施す必要がある。

　　　優先順位1・・・本質的安全対策（危険・有害な化学物質の使用をやめるなど）

　　　優先順位2・・・工学的対策（防爆構造、局所排気装置の利用などのハード対策）

　　　優先順位3・・・管理的対策（作業手順、行動規範などを定めて、作業者一人ひと

　　　　　　　　　　　　りがきちんと励行するといったソフト対策）

　　　優先順位4・・・保護具の着用（危険・有害性に応じた適切な保護具を使用する）



（２）　多重防護の考え方（特に危険性がある化学物質の場合）・・・
　　火災・爆発等の発生に至るシナリオを未然に止め、もし発生して
　　も被害を最小限に食い止めるための考え方

　　　具体的には、次の四つの観点から必要な対策を検討するということ。

　　➀　異常発生防止措置・・・引き金事象の発生を防ぐための対策
　　　　　＊　引き金事象とは、「機械は壊れる」、「人はミスをする」、「大規模停電や自然災害が起こること
　　　　　　がある」といったこと。

　　➁　事故発生防止対策・・・着火源が発現しないようにする、爆発性雰囲気
　　　　が生じないようにするなどの対策
　　③　被害の局限化対策・・・火災・爆発等が発生しても、それによる影響をで
　　　　きる限り小さくするための対策

　　④　異常発生検知手段・・・爆発性雰囲気の形成や着火源の発現を検知す
　　　　る対策

　



☆　火災、爆発はどのようにして起こるのか？、対策の基本は？

酸素

着火源
引火性物

質

どれかひとつを絶てば、火は発現しないが、通常の作業場面では「空気中の酸素を無くすことはできない」（このような作業を開放系作業という）。
したがって、「換気」、「着火源対策」の二つを施すこととなる。

爆発性雰囲気にならない
ように「換気」する！

➀　裸火、➁　電気火花、
③　静電気火花などの

「着火源」を絶つ



安衛令別表第1（引火性の物）
消防法令上の危険物第4類・引火性液体にほぼ相当する物など

1. エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
引火点が零下30℃未満の物

2. ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその
他の引火点が零下30℃以上零度未満の物

3. メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル-ペンチルその他の引火点が零度
以上30℃未満の物

4. 灯油、軽油、テレピン油、イソペンチルアルコール、酢酸その他の引火点が30℃
以上65℃未満の物

5. 可燃性ガス（水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他
の温度15℃、一気圧において気体である可燃性の物をいう。）



☆　代表的な着火源

（１）　裸火・・・マッチ、ライター、たばこの火など

（２）　電気火花・・・漏電している電気機器、電気機器のリレー接点など

（３）　衝撃・摩擦・・・金属同士、金属と石の接触など

（４）　静電気火花・・・帯電した物、人が絶縁破壊を起こす際

　　＊　消防法の危険物第4類の、特殊引火物、アルコール類、第一石油類、第二石油類などを大量

　　　　に貯蔵、取り扱い、かつ静電気が発生しやすい工程、操作をする折には、専門家の助言を得た

　　　　方が良い。

（５）　高温表面・・・高温の金属、溶接時に発生するスパッタなど



　☆　皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止対策

l 　皮膚等障害化学物質等のリスク評価は、有害性のみで判断する。

l 　皮膚等障害化学物質等を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、適切な保
護具を使用させる。（リスク低減措置）　【労働安全衛生規則第594条の2】

l 　保護具使用義務対象の化学物質

　　➀　「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、及び「呼吸器感作性又は皮

　　　　膚感作性」のいずれかでGHS区分1に分類されている物質。

　　  ➁　皮膚吸収性有害物質として、国が公表している物質。

　　  ③　特別則（特定化学物質障害予防規則など）で、皮膚、眼などへの配慮が求められている物質。

　　　＊　上記以外の化学物質においても、容器のラベル、SDSで有害性をよく確認し、必要に応じて保護具の

　　　　　使用を検討すべきである。











☆　化学防護手袋、化学防護服の素材に求められる性能

l 　耐劣化性・・・化学物質の接触による素材の物理的変化を起こさない

l 　耐浸透性・・・ピンホール、縫い目などから内部への侵入を防ぐ

　　　　　　　　　　　　　＊　孔から内部に入り込む

l 　耐透過性・・・素材内部をすり抜けて内部へ侵入することを防ぐ

　　　　　　　　　　　　　＊　孔が空いていなくても、じわじわ浸み込んでくる



☆　化学防護手袋などの選定に際して、予め把握しておくべきこと

l 　化学物質の種類と性状

l 　作業内容と作業時間

　（１）　作業分類・・・➀接触面積が大きいか（作業分類1）、➁接触面積が限られてい

　　　　るか（作業分類2）、③接触しないと推定されるか（作業分類3）
　　　　　　　　　＊　　接触しないと推定される　＝　飛沫等がかかるおそれがある

　（２）　作業時間・・・➀240分超える、➁60分超240分以下、③60分以下





☆　呼吸用保護具の選定、管理の基礎

l 　要求防護係数・・・どれぐらいの防護が必要かを調べる

　　　＊　防護係数（PF）＝　Co（面体等の外側の濃度）／Ci  （面体等の内側の濃度）

　　　　　　　　　Co・・・作業時に、作業者の呼吸域の濃度（ばく露濃度）を測る

　　　　　　　　　Ci・・・対象の化学物質のばく露限界値（濃度基準値、TLVなど）

l 　指定防護係数・・・訓練された装着者が、正常に機能する呼吸用保護具を正しく
装着した場合に少なくとも得られると期待される防護係数で、製品ごとに示されて
いる。前記で求めた要求防護係数を上回る指定防護係数の製品を選択する。

l 　フィットテスト（装着状態の確認）・・・実際に装着している面体が、作業者の顔面
にあったものであるのか、また面体と顔面を密着させて適切に装着しているかどう
かを定期的に確認・管理する必要がある。







6．　化学物質管理を行うにあたって有用なサイトの紹介

（１）　NITE　（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）　

　　　　　　　　　　　　　「GHS総合情報提供サイト」

（２）　厚生労働省  　「職場のあんぜんサイト」

（３）　独立行政法人 労働安全衛生総合研究所　　「ケミサポ」

           


